別 添
栗林公園枯損木等処理業務仕様書

１　業 務 名　栗林公園枯損木等処理業務
２　業務場所　高松市栗林町
３　委託期間  契約締結日から令和８年１月30日まで
４　業務内容
・樹木伐採　５本
・枝切除　　６本
※位置等は別図のとおり

５　留意事項
①　作業に際しては関係法令を遵守すること。
②　作業は造園課職員の指示に従って行うこと。
③　作業時は、周辺をバリケード等で立入禁止とし、入園者の安全を確保すること。
④　幹及び枝の落下等により、他樹木の枝折れ等が生じた場合は、切り戻しを行うなど切口の養生を行うこと。また、周辺の工作物等を破損する恐れがある場合はクレーン等による吊切り等で対応すること。
⑤　幹や枝の切口には腐朽防止剤（ラックバルサン）等を塗布すること。
⑥　園内を車両で通行する場合は、事前に工事用車両乗り入れ許可を申請し、許可を得てから通行すること。また、園内は最徐行とし、入園者の通行時には停止するなど安全措置を講じること。
⑦　車両通行及び作業時に、樹木及び工作物、排水桝の蓋等の損傷がないよう、十分に養生措置を講じること。
⑧　作業車両を園路外や芝生等に乗り入れる場合は、植生保持のため鉄板等で養生すること。
⑨　道路敷で作業をする場合は、道路管理者等に対して必要な手続きを行い、通行者の安全を確保すること。
⑩　指定された剪定、伐採等により発生した木くず等は搬出し、一般廃棄物処理施設で適正に処分すること。
また、廃棄物処理施設で処分したことが確認できる書類（伝票等）を提出すること。

６　提出物
①実績報告書
②日報
③作業写真
④廃棄物処分伝票
